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トピックス‐スクールバス請願 “全会一致”

市のスクールバス運行基準（北中学校の通学区域に居住し、自宅からの通学距離がおお むね６㎞以上）に対し、子どもの事故を心配する保護者等から請願書が提出されました。
議会は、この請願を“全会一致”で採択し、併せて、「中学校の統合により通学が危険と なる生徒に対しスクールバスの運行を求める意見書」を、全会一致で可決しました。
さらに、バス運行事業の債務負担行為の補正が計上された平成25年度一般会計補正予算 （第６号）に対する附帯決議を、全会一致で可決しました。

　臨時会では、『南中学校の通学区域もスクールバスの対象（自宅からの通学距離がおおむ
ね６㎞以上）』に変更され一部前進がみられたことから、平成25年度一般会計補正予算（第
７号）を可決しました。
　しかし、請願趣旨を勘案し、さらなる「通学の安全・安心」のため、再度、附帯決議を提
出し、“全会一致”で可決しました。

１．今後のスクールバス運行の参考とするため、改めて保護者全員に対してアンケート調査を
実施し、保護者等の希望する通学距離を把握するとともに、場合によっては運行基準を見直
しすることも視野に入れ、保護者の理解が得られるよう前向きに対処していくこと。
２．自転車通学の生徒に交通事故が発生することがないよう、積極的に事故防止の方策を講じ
ていくこと。
　　以上、決議する。

【附帯決議抜粋】

第１回臨時会（平成26年１月22日に開催）

通学に安心・安全を！

意見書概要
提出された「請願書」は、霞ヶ浦中学校のスクールバスの運行方法に対し再考を求める

ものであり、通学の安全を願う保護者や子ども達からの切実な願いである。
統合により新たな通学路となる経路は未整備であり、危険な箇所があることから、通学

時に事故が発生するのではないかと、議会としても危惧するところである。
ついては、請願の願意を熟慮し、我々、かすみがうら市議会は、次のことを強く要望す

るものである。
記

１　今回の学校統合は、行政の都合により実施するものであるから、安心・安全な中学校へ
の通学が実現するよう、スクールバスの運行方法については、保護者・生徒の意見を聴
いて決定すること。

２　霞ヶ浦中学校は統合により設置される新設校であり、公平性の観点からも、スクールバ
スを利用できる生徒を旧北中学区の生徒に限定しないこと。

３　スクールバスの利用を希望する生徒に対しては、通学距離にかかわらず、原則、利用を
認めること。

バス運行基準見直し案に、再び附帯決議！！その
後
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中学校の統合により通学が危険となる生徒に対し
スクールバスの運行を求める請願書

【請願趣旨】
南北中学校が統合し、「霞ヶ浦中学校」として平成26年４月に開校する。
学校統合委員会の方針では、原則として通学距離が６キロメートル以上の生徒がスクール
バスを利用できるというものです。
しかし、新たな通学路の経路には、防犯灯などもなく、人家もないような危険な通学路を
通学しなければならない事態が発生し、通学時に事故が発生するのではないかと、保護者・
生徒ともに大変心配しているところです。事故が発生してからでは取り返しのつかないこと
となります。
生徒の通学の安全を考えれば、通学距離を一律に６キロメートル以上に限定するのではな
く、スクールバスの利用を希望する生徒に対しては、原則利用を認めるものとし、また、運
行経路についても、保護者・生徒の意見を聴いて、安心・安全な中学校への通学が実現する
よう、再度、検討されることを求め請願する。

市のスクールバス運行基準（北中学校の通学区域に居住し、自宅からの通学距離がおお むね６㎞以上）に対し、子どもの事故を心配する保護者等から請願書が提出されました。
議会は、この請願を“全会一致”で採択し、併せて、「中学校の統合により通学が危険と なる生徒に対しスクールバスの運行を求める意見書」を、全会一致で可決しました。
さらに、バス運行事業の債務負担行為の補正が計上された平成25年度一般会計補正予算 （第６号）に対する附帯決議を、全会一致で可決しました。

霞ヶ浦中学校の　

　自転車通学が可能であっても児
童・生徒の安全は最優先されなけれ
ばなりません。
　さらに言えば、保護者からのアン
ケートに十分に配慮せず、財政のみ
を優先させ、保護者らの声をないが
しろにしたとしか思えません。
　請願趣旨を十分に認識し、適切な
対応をすることを求めて、賛成討論
とします。

１．「霞ヶ浦中学校スクールバス運行事業」の利用対
象者は、旧北中学区の通学距離が６キロメートル以
上の生徒に限定しないこと。
　　なお、スクールバスの利用を希望する生徒に対し
ては、原則、利用を認めるものとし、また、運行経
路についても、保護者・生徒の意見を聴いて決定す
ること。
２．上記の運行方針に基づき必要となる経費は、年度
内において、債務負担行為の追加補正を行うこと。
３．上記２点の対応結果等については、平成26年１月
24日までに、議会へ報告書を提出すること。
　　以上、決議する。

【賛成討論抜粋】 【附帯決議抜粋】

※附帯決議とは、議会又は委員会における審議の対象である事件の議決に当たって、その事件について
付随的に付けられる意見又は要望の決議のことをいう。
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トピックス‐文化財椎名家調査特別委を設置

国指定重要文化財「椎名家住宅」の不良
工事が判明しました。この原因究明の必
要性から、地方自治法98条第１項に基
づく調査特別委員会（議長を除く全議員
で構成）の設置を、本会議において全会
一致で決定しました。

椎名家住宅保存修理工事に関する
調査特別委員会を設置

平成25年度第２回議員研修会
平成26年２月７日（金）
茨城県市議会議長会主催

会　　場：ホテル　ニュー麻生
参　　加：川村議員、岡﨑議員、佐藤議員
講　　演：野村　稔　氏（元全国都道府県議会議長会
　　　　　　　　　　　　議事調査部長）
　　　　　「議会改革の具体的な取り組みについて」

　市は、平成24年度において国指定の重要文化財である椎名家住宅に対し、建造物保存修理のた
めに「かすみがうら市指定文化財等補助金」を交付していたが、その後、本年８月に文化財保護
審議会において補修が必要であるとの指摘を受け、さらには、11月20日に屋根の不良工事につい
ての新聞報道がなされた状況である。
　国指定の重要文化財である椎名家住宅は、当市においても重要な財産であることから、当該事
案の全容を解明することが必要である。
　以上のことから、地方自治法第98条第１項による検査を提案するものである。

委 員 長　　山　本　文　雄
副委員長　　岡　﨑　　　勉

【事務検査に関する決議の提案の概要】（議員発議を全会一致で可決）
▲椎名家住宅（加茂地内）
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トピックス‐防空識別圏即時撤回を求める決議

中国による防空識別圏の設定の
即時撤回を求める決議
中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める決議
　去る11月23日、中国政府は、「東シナ海防空識別区」を設定し、当該区域を飛行する航空機
に対して中国国防部の定める規則を適用するとともに、これに従わない場合には中国軍による
「防御的緊急措置」をとる旨を発表した。
　中国側のこうした措置は、東シナ海周辺における現状を一方的に変更し、事態をエスカレー
トさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない極めて危険なものである。
　今回の中国側の措置は、公海上の空域を飛行する全ての航空機に対して、一方的に自国の定
めた手続に従うことを義務付けるもので、これに従わない場合の軍による措置にも言及してい
る。こうした措置は、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に
侵害するものであり、国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼすと同時に、アジア太平洋地域
ひいては国際社会全体の平和と安定に対する重大な挑戦である。
　また、中国側が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国
の領空」であるかのごとき表示をしており、このような力を背景とした不当な膨張主義を断じ
て受け入れることはできない。
　本議会は、公海上空における飛行の自由を妨げるような今回の措置が即時撤回されるよう強
く要求する。
　また、政府においては、国際社会と緊密に連携しつつ、我が国の主権並びに国民の生命及び
財産を断固として守るために毅然たる態度で冷静に対処するよう強く求める。
　以上、決議する。

～全会一致で可決～

平成25年度第１回議員研修会
平成25年11月14日（木）～15（金）
茨城県市議会議長会主催

（１日目）
会　　場：ホテルマロウド筑波
参　　加：川村議員、岡﨑議員、加固議員、鈴木議長
講　　演：佐々木　信夫　氏（中央大学大学院教授）
　　　　　「地方議会をどう変えるのか」

（２日目）
視察研修：茨城県フラワーパーク



6KASUMIGAURA

12月定例会提出議案

KAS
UMIGAU

RA
平成25年 第４回定例会

平成25年第４回定例会を、12月３日から12月19日
までの17日間の会期で開催いたしました。一部の案件
以外については『平成25年第４回定例会議案審査特別
委員会』に付託をし、慎重審査を行いました。また、
12月４日、５日の２日間において一般質問（後頁P14
～15）を行いました。
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に
上
下
水
道
等
の
使
用
料

金
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
92
号

か
す
み
が
う
ら
市
行
政
財
産
の
使
用

料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
93
号

か
す
み
が
う
ら
市
大
塚
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
94
号

か
す
み
が
う
ら
市
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

や
ま
ゆ
り
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
95
号

か
す
み
が
う
ら
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
96
号

か
す
み
が
う
ら
市
あ
ゆ
み
庵
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
97
号

か
す
み
が
う
ら
市
民
家
園
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
98
号

か
す
み
が
う
ら
市
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
99
号

か
す
み
が
う
ら
市
農
業
集
落
排
水
処
理

施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
100
号

か
す
み
が
う
ら
市
福
祉
館
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
101
号

か
す
み
が
う
ら
市
あ
じ
さ
い
館
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
102
号

か
す
み
が
う
ら
市
歩
崎
公
園
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の一部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
103
号

か
す
み
が
う
ら
市
富
士
見
塚
古
墳
公
園

可　
決

撤
回
承
認

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
104
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
民
館
設
置
及
び

管
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
105
号

か
す
み
が
う
ら
市
郷
土
資
料
館
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
106
号

か
す
み
が
う
ら
市
体
育
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

▼
▼  

議
案
第
107
号

か
す
み
が
う
ら
市
千
代
田
Ｂ
＆
Ｇ
海

洋
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
108
号

か
す
み
が
う
ら
市
水
道
事
業
給
水
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

可　
決

可　
決

可　
決

撤
回
承
認

可　
決

可　
決
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▼
▼  

請
願
第
５
号

｢

保
険
で
良
い
歯
科
医
療
の
実
現
を

求
め
る
意
見
書｣

の
提
出
を
求
め
る

請
願
書 

▼
▼  

請
願
第
６
号

中
学
校
の
統
合
に
よ
り
通
学
が
危
険

と
な
る
生
徒
に
対
し
ス
ク
ー
ル
バ
ス

の
運
行
を
求
め
る
請
願
書 

（
内
容
は
Ｐ
２
～
３
を
参
照
）

▼
▼  

請
願
第
７
号

向
原
土
地
区
画
整
理
組
合
事
業
に
対

す
る
支
援
を
求
め
る
請
願
書 採　

択

採　
択

継
続
審
査

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

▼
▼  

議
案
第
109
号

か
す
み
が
う
ら
市
自
動
車
駐
車
場
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
並
び

に
か
す
み
が
う
ら
市
自
転
車
駐
車
場

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

神
立
駅
西
口
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
整
理

を
行
う
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
110
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

主
な
内
容
は
、
霞
ヶ
浦
中
学
校
ス

ク
ー
ル
バ
ス
運
行
事
業
に
係
る
債
務

負
担
行
為
、
神
立
停
車
場
線
物
件

等
補
償
費
等
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
111
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

▼
▼  

議
案
第
112
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

１
号
）

▼
▼  

議
案
第
113
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

▼
▼  
議
案
第
114
号

市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
115
号

か
す
み
が
う
ら
市
地
域
福
祉
セ
ン

タ
ー
や
ま
ゆ
り
館
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
116
号

か
す
み
が
う
ら
市
千
代
田
Ｂ
＆
Ｇ
海

洋
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

選
挙
第
８
号

新
治
地
方
広
域
事
務
組
合
議
会
議
員

の
補
欠
選
挙

　

佐　

藤　

文　

雄　

議
員　

▼
▼  

選
挙
第
９
号

土
浦
・
か
す
み
が
う
ら
土
地
区
画
整

理
一
部
事
務
組
合
議
会
議
員
の
補
欠

選
挙　

矢　

口　

龍　

人　

議
員　

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
３
号

保
険
で
良
い
歯
科
医
療
の
実
現
を
求

め
る
意
見
書

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
４
号

中
学
校
の
統
合
に
よ
り
通
学
が
危
険

と
な
る
生
徒
に
対
し
ス
ク
ー
ル
バ
ス

の
運
行
を
求
め
る
意
見
書

（
内
容
は
Ｐ
２
～
３
を
参
照
）

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
５
号

｢

議
案
第
110
号 

平
成
25
年
度
か
す
み

が
う
ら
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
）｣

に
対
す
る
附
帯
決
議

▼
▼  
議
員
発
議
第
６
号

事
務
検
査
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て

　
　
（
内
容
は
Ｐ
４
を
参
照
）

▼
▼  

議
員
発
議
第
７
号

中
国
に
よ
る
防
空
識
別
圏
の
設
定
の

即
時
撤
回
を
求
め
る
決
議

（
内
容
は
Ｐ
５
を
参
照
）

閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て

閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て

当　
選

当　
選

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

決　
定

決　
定

▲橋上駅舎デザイン（神立駅）［工事予定:平成27年度～平成29年度］
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第１回臨時会・委員会活動

KAS
UMIGAU

RA
平成26年 第１回臨時会

平成26年第１回臨時会の招集告示が市長からあり、

臨時会本会議を１月22日に開催いたしました。議案は、

『平成26年第１回臨時会議案審査特別委員会』に付託を

し、慎重審査を行いました。

▼
▼  

報
告
第
１
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

戸
籍
附
票
の
誤
発
行
に
よ
る
損
害

賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
に
つ

い
て
、
専
決
処
分
を
行
っ
た
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
１
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

内
容
は
、
平
成
25
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）
で
設
定
し

た
霞
ヶ
浦
中
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス

運
行
事
業
に
係
る
債
務
負
担
行
為

の
期
間
及
び
限
度
額
の
変
更
、
通

学
路
へ
の
交
通
安
全
照
明
施
設
設

置
工
事
費
を
計
上
す
る
も
の
で

す
。

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
１
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
に
対
す

る
附
帯
決
議（

内
容
は
Ｐ
２
を
参
照
）

可　
決

可　
決

議
案
等
の
審
議
結
果

文
教
厚
生
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

付 

託 

案 

件

付 
託 
案 
件

調 

査 

内 

容

調 

査 

内 

容

●「
保
険
で
良
い
歯
科
医
療
の
実
現
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
を
求
め
る

　
請
願
書
（
請
願
第
５
号
）

●
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て
（
議
案
第
114
号
）

●
障
害
者
福
祉
、
児
童
福
祉
、
高
齢
者
福
祉
お
よ
び
医
療
福
祉
に
関
す

る
事
項

　
・
敬
老
祝
金
に
つ
い
て

　
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

●
公
立
小
中
学
校
の
統
廃
合
及
び
校
舎
の
耐
震
工
事
に
関
す
る
事
項

　
・
霞
ヶ
浦
中
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
に
つ
い
て

（
12
月
6
日
開
催
）

（
12
月
6
日
開
催
）

（
11
月
18
日
開
催
）

（
1
月
10
日
開
催
）

○
委
員
会
付
託
案
件
等
の
審
査

○
委
員
会
付
託
案
件
の
審
査

○
閉
会
中
に
行
わ
れ
た
委
員
会
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議案審査特別委員会議案質疑

議案審査特別委員会における主な議案質疑
平成25年　第４回定例会

議案第86号
かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例の制定について

議案第87号
かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特
例措置に関する条例について

（12月９日、12日、13日開催）

現在、空き家の状況については把握しているのか。

市内における事業用の太陽光発電設備の設置数は、どのくらいあるのか。

県内の状況ですが、空き家条例を10自治体が制定しております。その内、つくば
市、土浦市、常総市、八千代町で行政代執行を条文化しております。

当市は、非核脱原発都市宣言をしており、積極的に自然エネルギーを取り入れる
との姿勢を示す必要があります。この条例が制定されることにより、太陽光事業
者への土地提供者の誘因を図ることが、脱原発にもつながっていくとの考えから
提示するものです。

行政代執行法の中で、国税の滞納処分と同じやり方で強制徴収できると規定され
ておりますので、その手続きによるとの考えです。

空き家条例を制定している自治体で、行政代執行まで条文化している自治体はど
のくらいあるのか。

太陽光発電設備の設置促進を図るために、固定資産税を不均一課税としたいとの
こと。既に設置予定事業者も多数いる中、条例制定の必要性はあるのか。

行政代執行を実施した場合、それに係る経費等を当事者に請求しても市に支払わ
ない場合にはどうするのか。

条例案を作成する前に実態調査をしており、霞ヶ浦地区130棟、千代田地区で78
棟となっております。

霞ヶ浦地区に９カ所、千代田地区に５カ所が、既に設置されております。今後に
ついてですが、霞ヶ浦地区が12カ所、千代田地区が１カ所予定している状況です。

▲ソーラーパネル
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議案第110号
平成25年度かすみがうら市一般会計補正予算（第６号）

請願第６号
中学校の統合により通学が危険となる生徒に対しスクールバスの運行を求める請願書

交通安全照明施設設置工事の内容について伺う。

保育士の人材確保対策を推進するため、私立保育所が行う保育士の処遇改善に取
り組むための補助金です。現在対象となるのは、のぞみ保育園、霞ヶ浦保育園、
美並未来みなみ保育園となります。

離職者で新たに就職を目指している方のうち、住宅を喪失している方、住宅を喪
失する恐れのある方を対象に支給いたします。生活保護に至る手前で支援をする
ものです。

通学環境の変わる北中学区の中で、通学距離が６㎞を超える方を対象としており
ます。しかし、今回請願が提出されていることから、議会の審査結果によっては
バスの運行基準を見直すことになると思います。

保育士人材確保等事業補助金の内容について伺う。

生活保護の住宅支援給付事業給付金とあるが、どのような場合に支給するのか。

霞ヶ浦中学校スクールバス運行事業とあるが、バスの対象者について伺う。

南中学校と北中学校の統合に伴いまして、新たな通学路が発生します。この通学
路に14基の防犯灯を設置するものです。

保護者や生徒からのアンケート等は実施したのか。

今回のスクールバス運行基準は、通学環境が変化する北中学区で通学距離が遠く
なることを一つの基礎としております。

保護者アンケートの実施によって示したとの認識です。

バスを利用したいとの声はありました。一方、自転車で通学するので大丈夫との
声もあります。

請願内容については、真摯に受け止めます。しかし、バスの運行範囲の拡大は事
業費も必要になりますので、よく検討したいとの考えです。

通学する生徒の安全を確保するためにスクールバスを運行するとの考え方が基本
的だと思うが、教育委員会のスタンスは。

スクールバスは北中学区だけで、南中学校は６㎞以上でもバスの運行はしない。
この件について、保護者等への明確な説明はいつしたのか。

南中学校区にも６㎞以上の通学距離の生徒がいる。北中学区だけスクールバスと
の運行基準に保護者から異論はなかったのか。

今回、請願が提出されております。これについては、真摯に受け止めるとの考えか。

南北中学校の保護者に対し、アンケートを実施しております。その後、霞ヶ浦地
区の小学に通う５～６年生の保護者を対象にアンケートを行いました。なお、ア
ンケート結果については統合だよりとして広報しております。
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決算審査特別委員会“一般会計不認定”

○審査内容

○委員会付託案件の審査
・平成24年度かすみがうら市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
・平成24年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
・平成24年度かすみがうら市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
・平成24年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
・平成24年度かすみがうら市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
・平成24年度かすみがうら市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

特別会計決算総額　　　【歳　　　入】　１０３億８７３７万３４９５円
　　　　　　　　　　　【歳　　　出】　１００億１８６７万２０６１円
水道事業会計決算総額　【収益的収入】　　１０億１７０３万９５１６円
　　　　　　　　　　　【収益的支出】　　　９億７３１０万６０５０円
　　　　　　　　　　　【資本的収入】　　　２億０９１８万７５００円
　　　　　　　　　　　【資本的支出】　　　５億９２５３万７７４５円

平成24年度各決算については、閉会中の継続審査として慎重審査を行いました。
一般会計決算は、補助金を支出した国の重要文化財の修繕不良が明らかとなり、

現地調査、参考人招致と例年にない審査内容となりました。委員会採決では賛成者
はなく、本会議においても賛成少数で『不認定』と決しました。

なお、特別会計決算は、本会議において賛成多数で『認定』と決しました。

特別会計・水道事業会計決算審査特別委員会（９月17日、10月３日開催）

一般被保険者療養事業については、中長期的な視点より、医療から予防へと意
識転換を図るため啓発活動に重点を置くとのことだが、具体的な方策は。

一番の問題は、農業集落排水の処理場です。この処理場老朽化に絡み、霞ヶ浦
流域下水道に排水流末ということも、長期的には考えていく必要があると感じ
ます。

平成24年度は、浄水場から各家庭等に433万トン送水しておりますが、水道メー
ターのカウントでは382万トンです。消防での使用等も含まれるのですが、水
量に差が出ております。なお、当該年度の調査による漏水箇所の修繕では、年
間351万円ほどの成果がありました。

農業集落排水事業は、一般会計から約２億円を繰り入れている。維持費が増大
する中、加入率を上げるだけでなく、使用料金の見直しも今後は必要ではない
のか。

水道の漏水調査を計画的に実施しているとのこと。どの程度の量が漏水してい
るのか。

食から健康にということで、特定健診においては、食生活改善委員による栄養
指導を実施しております。また、日頃の運動や日常の行動面からも健康にと考
えております。
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○審査内容

○委員会付託案件の審査
・平成24年度かすみがうら市一般会計歳入歳出決算の認定について

一般会計決算総額　　【歳　　　入】　１８０億００９５万０９９９円
　　　　　　　　　　【歳　　　出】　１６８億３１７６万７０７３円

一般会計決算審査特別委員会
（９月17日、27日、10月７日、22日、29日、11月８日、13日、19日、22日開催）

福島第一原発事故による霞ヶ浦における水産業の風評被害
について、税の申告上からはどのような状況か。

事業を見直すことにより、事業手法を改めて検討するよい機会になっていると
考えます。また、対応する職員も外部の方の前で質疑応答することから、よい
研修機会であると考えております。

相談事項については、データとして蓄積してあります。Ｑ＆Ａとしてホームペー
ジに掲載はしておりませんが、なるべく早い時期に対応したいと考えておりま
す。

このような不手際が起こったことは、大変残念であり申しわけないと思います。
今後は、このようなことのないように、指導、監督を徹底していきます。

本日は委員会最終日であり、採決もあります。委員会を優先すべきとの話はい
たしました。

企画調整事業として事業仕分けを実施しておりますが、ど
のような効果があるのか。

税の相談件数として、23年度が184件、24年度が128件とある。基本的な相
談事項については、例えば市ホームページでＱ＆Ａとして掲載しておけば相談
件数も減ると思う。市では、そういった対応はしているのか。

国の重要文化財である椎名家住宅の保存修理工事に対し補助金を交付している
が、不良工事が発覚した件について、教育長はどう思いますか。

椎名家の不良工事の件が、新聞で報道された。市長は研修で委員会を欠席して
いるが、委員会に出席すべきである。副市長は助言しているのか。

漁業協同組合の組合員のうち、営業所得等のある73名につ
いて所得の集計をしました。震災前の平成22年中と平成24
年の所得を比較した結果、28％の減という状況です。

Ｈ24年度　一般会計決算
２年連続の『不認定』

▲現地調査（椎名家住宅）
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学
校
給
食
の
無
料
化
に
つ
い
て
、
教
育
部
長
は
、
平
成
25
年
第
２
回
定

例
会
で
「
ほ
か
の
子
育
て
支
援
策
と
の
関
連
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
無
料
化
に

つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
検
討

結
果
は
出
た
の
か
。

　
　
宮
嶋
市
長　
子
育
て
家
庭
を
支
援
す
る
案
と
し
て
、
市
内
に
住
む
０
歳

児
か
ら
６
歳
児
（
小
学
１
年
生
）
ま
で
に
、一
人
当
た
り
毎
月
５
千
円
の
『
子

育
て
支
援
助
成
金
』
を
交
付
し
た
い
考
え
を
、
文
教
厚
生
委
員
会
に
提
案
し

ま
し
た
。こ
れ
に
要
す
る
経
費
は
約
１
億
６
千
万
円
と
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。

一
方
、
給
食
費
無
料
化
も
子
育
て
支
援
策
の
一
つ
と
し
て
、
非
常
に
有
効
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
両
方
を
同
時
に
実
施
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
が
効
果
的
な
施
策
に
な
る
の
か
を
、
議
員
の
皆
様

の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
最
終
決
定
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
小
中
学
校
の
統
廃
合
計
画
は
、
あ
ま
り
に
も
拙
速
で
無
理
が
あ
る
。
地

域
住
民
の
十
分
な
合
意
は
得
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
教
育
長
の
見
解
は
。

　
　
菅
澤
教
育
長　
現
在
、
統
合
校
単
位
で
、
統
合
委
員
会
を
設
置
し
て
お

り
ま
す
。
委
員
会
で
は
、
保
護
者
、
区
長
、
学
校
運
営
協
力
員
に
地
域
代
表

と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

た
対
応
を
図
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
願
い

ま
す
。

ＱＱ ＡＡ

小松﨑　誠

佐藤　文雄

議員

議員

耕
作
放
棄
地
の
打
開
策
と
な
る
新
た
な
農
作
物
推
進
等
は

学
校
給
食
費
無
料
化
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
は

研
究
機
関
等
か
ら
情
報
収
集
を
図
り
模
索
し
て
ま
い
り
ま
す

子
育
て
支
援
策
の
一
つ
と
し
て
非
常
に
有
効

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

　
　
茨
城
県
は
国
内
第
２
位
の
生
産
量
を
誇
る
農
業
大
国
で
す
が
、
当
市
は

他
市
町
村
に
比
べ
耕
作
放
棄
地
が
多
い
と
感
じ
る
。
今
後
の
耕
作
放
棄
地
の

打
開
策
と
な
る
、
新
た
な
農
作
物
の
推
進
等
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　
環
境
経
済
部
長　
現
在
、
市
内
で
は
本
県
の
特
徴
と
も
い
え
る
大
変
豊

富
な
種
類
の
農
作
物
が
生
産
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
農
作
物
や
加
工
品
の
普
及

促
進
は
、
生
産
者
等
の
収
入
が
増
加
し
、
産
業
が
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
が

肝
要
で
す
。
そ
の
結
果
、
新
規
就
農
者
の
増
加
や
耕
作
放
棄
地
の
解
消
に
資

す
る
と
考
え
ま
す
。
今
後
も
県
や
研
究
機
関
か
ら
の
情
報
収
集
を
図
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
模
索
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
公
民
館
の
使
用
料
を
文
化
団
体
は
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
中
に
は
、

広
い
部
屋
で
ク
ー
ラ
ー
を
使
用
し
、
１
、
２
名
で
練
習
に
使
用
し
て
い
る
団

体
が
あ
る
と
の
話
も
聞
く
。
こ
の
よ
う
な
公
民
館
使
用
に
つ
い
て
の
考
え
を

伺
う
。

　
　
教
育
部
長　
公
民
館
の
個
人
利
用
は
、
社
会
教
育
法
で
定
義
し
て
い
る

組
織
的
な
教
育
活
動
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、使
用
許
可
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
文
化
団
体
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
組
織
で
活
動
し
て
い
る
と
の

認
識
で
す
の
で
、
申
請
が
あ
れ
ば
許
可
を
し
て
い

る
と
い
う
現
状
で
す
。

ＱＱ ＡＡ

放
射
能
汚
染
か
ら
子
ど
も
と
市
民
及
び
地
域
を
守
る
総
合
対
策

に
つ
い
て

総
合
的
な
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

学
校
統
廃
合
問
題
に
つ
い
て

向
原
土
地
区
画
整
理
組
合
事
業
に
つ
い
て

水
道
事
業
に
つ
い
て
　（
ム
ダ
な
水
開
発
事
業
の
中
止
を
）

文
化
団
体
等
に
よ
る
公
共
施
設
の
利
用
状
況
に
つ
い
て

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
た
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
つ
い
て

新
た
な
農
作
物
の
推
進
対
策
に
つ
い
て

土
地
利
用
指
定
区
域
の
見
直
し
に
つ
い
て

道
路
の
除
草
や
清
掃
に
つ
い
て

質　
問　
事　
項

質　
問　
事　
項

１

１

３４５ ２

２３４５

▲本格やきいも焼酎「湖山」（市推奨品）

▲学校給食

一  般  質  問
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適
応
指
導
教
室
（
ひ
た
ち
の
広
場
）
は
、
複
雑
な
理
由
で
通
学
で
き
な

い
子
ど
も
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
教
室
も
11
年
目
を
迎
え
か
な
り
老
朽

化
し
て
い
る
が
、
教
育
環
境
は
平
等
な
立
場
で
整
備
す
べ
き
と
考
え
る
。
改

修
に
つ
い
て
の
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

　
　
宮
嶋
市
長　
ひ
た
ち
の
広
場
は
、
第
１
常
陸
野
公
園
内
の
管
理
棟
で
実

施
し
て
お
り
ま
す
が
、
公
共
施
設
の
あ
り
方
に
係
る
検
討
で
は
、
管
理
棟
を

改
修
対
象
と
し
な
い
こ
と
で
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
為
、
同
公
園
内

の
平
成
館
が
物
置
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
へ
の
移
転
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
市
街
化
区
域
を
中
心
に
、
都
市
化
の
進
展
、
核
家
族
化
、
地
域
連
帯
感

の
希
薄
化
な
ど
、
犯
罪
の
発
生
要
因
が
増
加
し
て
い
る
。
治
安
の
行
き
届
い

た
地
域
づ
く
り
の
推
進
に
つ
い
て
考
え
を
伺
う
。

　
　
宮
嶋
市
長　
平
成
24
年
３
月
に
か
す
み
が
う
ら
市
防
犯
連
絡
員
協
議
会

が
設
立
し
、
市
内
１
１
４
名
の
防
犯
連
絡
員
が
土
浦
警
察
署
や
土
浦
地
区

セ
ー
フ
テ
ィ
・
マ
イ
タ
ウ
ン
・
チ
ー
ム
等
と
連
携
し
、
各
種
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

や
街
頭
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
が
よ
り
活
発
化
し
て
い

く
こ
と
が
、
市
民
意
識
の
向
上
、
さ
ら
に
は
犯
罪
の
抑
制
に
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
側
面
か
ら
支
援
し

て
ま
い
り
ま
す
。

ＱＱ ＡＡ

田谷　文子

中根　光男

議員

議員

市
誕
生
10
周
年
に
向
け
、
市
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
を

老
朽
化
し
て
い
る
適
応
指
導
教
室
の
改
修
に
つ
い
て

ビ
ン
市
、
座
間
味
村
と
の
友
好
都
市
締
結
を
し
た
い

改
修
は
せ
ず
、
平
成
館
へ
の
移
転
の
方
向
で
検
討

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

か
す
み
が
う
ら
市
10
周
年
に
向
け
て
、
市
内
外
に
ど
の
よ
う
に

存
在
感
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
か

小
中
一
貫
校
の
推
進
方
策
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
策
の
具
体
化
に
つ
い
て

広
域
行
政
の
現
状
認
識
に
つ
い
て

質　
問　
事　
項

１２３４

　
　
地
域
間
競
争
と
い
わ
れ
る
中
、
創
意
工
夫
に
よ
り
大
き
な
成
果
を
上
げ

存
在
感
を
高
め
た
自
治
体
も
沢
山
あ
る
よ
う
で
す
。市
誕
生
10
周
年
に
向
け
、

本
市
も
そ
の
存
在
感
を
内
外
に
大
い
に
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
市
長
の
考
え
を
お
伺
い
し
ま
す
。

　
　
宮
嶋
市
長　
ア
ピ
ー
ル
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
都
市
交
流
事
業
が
上

げ
ら
れ
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の
ビ
ン
市
と
は
、
企
業
進
出
な
ど
の
経
済
的
交
流

や
医
療
、
農
業
分
野
で
の
人
的
交
流
な
ど
、
今
後
大
い
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
沖
縄
県
座
間
味
村
は
「
世
界
が
恋
す
る
海
」
の
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
の
と
お
り
の
大
自
然
で
、
ア
ウ
ト
ド
ア
志
向
の
市
民
に
は
、
こ
の
上

な
い
魅
力
的
な
場
所
で
す
。
10
周
年
記
念
と
な
る
平
成
26
年
度
に
は
、
友
好

都
市
を
締
結
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

　
　
千
代
田
地
区
小
学
校
の
統
合
整
備
に
関
す
る
資
料
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
資
料
か
ら
、
既
存
千
代
田
中
学
校
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
で
検
討
を

進
め
る
こ
と
が
理
に
か
な
う
と
思
い
ま
す
が
、
考
え
を
伺
い
ま
す
。

　
　
菅
澤
教
育
長　
千
代
田
中
学
校
区
の
小
学
校
で
進
め
て
い
る
統
合
に
つ

い
て
は
、
現
在
、
統
合
委
員
会
で
統
合
小
学
校
の
建
設
場
所
に
対
す
る
検
討

を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
千

代
田
中
学
校
へ
の
併
設
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
施

設
一
体
型
の
小
中
一
貫
教
育
を
実
践
し
て
い
く
考

え
で
す
。

ＱＱ ＡＡ

▲座間味村（沖縄県）

小
学
生
に
食
と
命
を
学
ぶ
農
業
体
験
学
習
の
定
期
的
実
施
に
つ

い
て

適
応
指
導
教
室
（
ひ
た
ち
の
広
場
）
の
改
修
及
び
教
育
内
容
の

充
実
に
つ
い
て

防
犯
対
策
に
つ
い
て

青
少
年
の
健
全
育
成
に
つ
い
て

医
療
体
制
の
強
化
に
つ
い
て

小
中
学
校
へ
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
状
況
に
つ
い
て

質　
問　
事　
項

１２３４５６

▲適応指導教室（ひたちの広場）



平
成
26
年
が
始
ま
り
、
４
月
に
は
消
費
税
率

が
改
定
さ
れ
、
５
月
に
は
若
田
宇
宙
飛
行
士
が

帰
還
、
７
月
に
は
か
す
み
が
う
ら
市
長
選
挙
が

行
わ
れ
ま
す
。
議
会
に
あ
っ
て
は
、
３
月
に
第

１
回
定
例
会
が
開
か
れ
、
議
員
任
期
最
終
年
の

始
ま
り
で
す
。

宇
宙
か
ら
見
る
か
す
み
が
う
ら
市
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
広
い
視
野
で
、
明
る
い
未
来
を
つ
く
り
、
宇
宙

に
輝
き
を
放
つ
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長　
川
村　
成
二

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

　
本
会
議
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
、

議
会
で
の
議
員
の
発
言
や
、
市
長
の
考
え
な
ど
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
１
回
定
例
会
は
、
３
月
４
日
（
火
）
か
ら
開
会
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。　電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.ibaraki.jp

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（11月2日〜2月7日まで）

●
11
月
●

　

８
日　

一
般
会
計
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

13
日　

一
般
会
計
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

14
日
～
15
日

　
　
　
　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会
第
１
回
議
員
研
修
会

　

15
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

18
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

19
日　

一
般
会
計
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

22
日　

一
般
会
計
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

25
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　

29
日　

全
員
協
議
会

●
12
月
●

　

12
月
３
日
～
12
月
19
日

　
　
　
　

第
４
回
定
例
会

　

３
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　

６
日　

文
教
厚
生
委
員
会
、
産
業
建
設
委
員
会

　

９
日　

平
成
25
年
第
４
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

12
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　
　
　
　

平
成
25
年
第
４
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

13
日　

平
成
25
年
第
４
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　
　
　
　

政
治
倫
理
条
例
検
討
特
別
委
員
会

　

19
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

●
１
月
●

　

10
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

15
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　

22
日　

第
１
回
臨
時
会

　
　
　
　

平
成
26
年
第
１
回
臨
時
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

23
日　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会
定
例
会

　

28
日　

椎
名
家
住
宅
保
存
修
理
工
事
に
関
す
る
調
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

30
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

●
２
月
●

　

３
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

平
成
25
年
第
４
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

５
日　

湖
北
環
境
衛
生
組
合
議
会
定
例
会

　

６
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　
　
　
　

新
治
地
方
広
域
事
務
組
合
定
例
会

　

７
日　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会
第
２
回
議
員
研
修
会

豆辞典 品位の保持品位の保持 とはとは？？
自
治
法
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
会
議
又
は
委
員
会
に
お
い
て
は
、
議
員

は
無
礼
の
言
葉
を
使
用
し
、
又
は
他
人
の

私
生
活
に
わ
た
る
言
論
を
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
、
議
員
の
発
言
に
お
け
る
品
位
の

保
持
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
違
反
す
る

と
懲
罰
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
院
外
無
答

責
の
特
権
が
な
い
地
方
議
会
の
議
員
に

あ
っ
て
は
、
民
事
上
、
刑
事
上
の
制
裁
を

受
け
る
こ
と
も
あ
る
。

議
員
は
公
の
使
命
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

本
会
議
の
議
場
、
委
員
会
の
会
場
は
公
の

問
題
を
論
議
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

必
要
以
上
に
不
快
感
を
与
え
る
言
葉
、
公

の
問
題
と
関
係
な
い
私
生
活
に
わ
た
る
言

論
に
よ
り
会
議
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
規
程
で
あ
る
。

（
地
方
議
会
運
営
辞
典
よ
り
抜
粋
）


